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ＣＦＤ取引の税制 
制度調査部

  吉井 一洋 鳥毛 拓馬

雑所得として総合課税 

[要約] 

 大和証券が CFD 取引の取扱いを開始した。 

 わが国で現在取引されている日本株の指数や個別株の CFD 取引は、非上場デリバティブ取引(店頭

デリバティブ取引)に該当するため、個人が当該取引により得た所得は、雑所得として総合課税の

対象となる。 

 取引の決済の都度、税務署に「先物取引に関する調書」が提出される。 

 

1.個人投資家のデリバティブ取引の税制（基本原則） 

■上場しているデリバティブ取引注1については、20%の申告分離課税の対象となる。損失は 3年間繰越可能（株

式との損益通算、他の所得との損益通算は、ともに不可）。 

■非上場デリバティブ取引(店頭デリバティブ取引)については、通常は雑所得注2として、総合課税の対象。 

（注 1）先物取引、指数先物取引、オプション取引及び 2010 年からはカバードワラントが対象。それ以外は非上場デリバ

ティブ取引と同様の取扱いとなる。 

（注 2）事業に該当する場合は事業所得となる。 

 

2.CFD 取引の税制 

図表 CFD 取引（非上場）の税制 

利益発生時 ・雑所得として総合課税 

損失発生時 

・雑所得内での損益の通算は可能 

・雑所得以外の各種所得金額からの損失の控除は不可能 

・申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等との損益通算は不可能

損失の繰越 ・不可能 

   (出所)各種資料を基に大和総研制度調査部作成 

 

○わが国で現在取引されている日本株の指数や個別株の CFD 取引は、非上場デリバティブ取引(店頭デリバティ

ブ取引)に該当する（注 3）。 

（注 3）東京金融先物取引所が上場 CFD の導入を検討中。 

○したがって、CFD 取引の差金決済をして生じた利益は、雑所得として総合課税の対象となる。 

○CFD 取引の差金決済を通じて生じた損失は、雑所得内では損益の通算を行うことができると思われる。 
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○しかし、申告分離課税となる｢先物取引に係る雑所得等｣との損益通算はできない。 

○決済の都度、CFD 取引業者から税務署長に「先物取引に関する調書」が提出されるのは上場しているデリバテ

ィブ取引の場合と同様である。この調書には、CFD 取引を行った者の氏名及び住所、決済の方法、数量、対価

の額などが記載される。 

 

3.証券界の要望と税務当局の反応 

○証券界からは、店頭外為証拠金取引や CFD 取引についても、上場デリバティブ取引と同様に申告分離課税の対

象とするよう要望をし続けている。 

○これに対して、税務当局は、認められないとの回答であり、将来の金融所得課税一体化の際にも、一体化の対

象からは除外する方向である。取引所取引と異なり、店頭デリバティブ取引については価格操作等の余地があ

る、などがその理由の模様である。 

○しかし、CFD 取引の場合、対象は株価指数や上場株式の株価であり、取引も定型化されており、価格操作等の

余地はほとんどないものと思われる。 

○東京金融先物取引所では、上場 CFD の導入を検討しているが、上場 CFD の場合は、上場デリバティブ取引とし

て、20％申告分離課税の対象になるものと思われる。取引の仕組みは基本的には変わらない（と思われる）に

もかかわらず、片や 20％の申告分離課税（繰越控除も可能）、片や雑所得として総合課税（損失の他の所得

からの控除や繰越控除不可）では、税負担のバランスはとれていない。取引が定型化されており価格操作等の

余地がほとんどない非上場 CFD については上場取引と同様に 20％申告分離課税としても差し支えないものと

思われる。 

○株式関連のデリバティブは、株式そのものではないが、現物の株式のヘッジ取引などに用いることが考えられ

る。しかし、現在の税制では、上場株価指数先物取引や上場株券オプション取引であっても決済等による損益

は現物の株式の損益と通算することが出来ず、ヘッジ効果を所得の計算に反映させることができない。一方で、

信用取引は上場株式等の譲渡損益に含まれるため、売建てによるヘッジ効果を反映できる。上場株価指数先物

取引、上場株券オプション取引、上場 CFD（株式関連）も同様に上場株式等の譲渡損益に含める取扱いが望ま

れる。その際には、上場 CFD 取引と仕組みが基本的に同じである（と思われる）非上場の CFD 取引（株式関連）

も対象とすべきである。 

○少なくとも、金融所得課税一体化が実施される際には、対象となる金融所得には、上場デリバティブのみなら

ず、取引が定型化されており価格操作等の余地がほとんどない非上場 CFD 等の非上場デリバティブから生じた

所得も含めるべきであろう。 

 

 




